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「液化石油ガスメーターを使用する場合の課税石油ガスの課税標準等の取扱いについて」新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。 

改    正    後 改    正    前 

（検査結果の届出） 

３ ２《器差の判定》による検査結果については、別紙様式「液化石油ガ

スメーター検定（検査）事績等届出書」により所轄税務署長へ届出させ

るものとする。 

なお、この届出がなされていない場合であっても、液化石油ガスメー

ターにより計量された課税石油ガスの課税標準の重量計算等について

は、１《課税標準の重量計算等》によることとなるのであるから留意す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（検査結果の届出） 

３ ２《器差の判定》による検査結果については、適宜の方法により所轄

税務署長へ届出させるものとする。 

なお、この届出がなされていない場合であっても、液化石油ガスメー

ターにより計量された課税石油ガスの課税標準の重量計算等について

は、１《課税標準の重量計算等》によることとなるのであるから留意す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 
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改    正    後 改    正    前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 


